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⑪ サービス付き高齢者向け住宅 Ｅ 
建物の概要 竣工 2009 年  開業 2009 年  階数 地上 9 階 地下 0 階 
      構造 鉄骨造 敷地面積 571 ㎡ 延べ床面積 4058 ㎡ 収容人員 83 名  
      内装 パーティクルボード＋壁紙 
立地条件  市街地（兵庫県）、地下鉄駅の直上、大通りに面している。裏側にも 6ｍ道路

がある。正面左隣は、事務所ビル（こちら方面に開口なし）、正面右隣は、民家（こち

ら方面に開口なし） 
外部との関係 

敷地条件 併設施設なし、前面片側 2 車線・中央分離帯ありの道路 
避難器具 避難スロープ なし、緩降機 なし 
バルコニー ほぼ、全周 隔て板はあるが、強風で割れる程度のもの 
ドライエリア なし 
最寄りの消防署からの時間 10 分くらい 
消防計画書 あり 独自の防火・避難マニ

ュアル あり 
各 種 設 備 利 用 の 手 引 き の 掲 示  あ り   

主要機関等への連絡方法の掲示 あり 
地域との交流・契約 町内会に協力依頼 

なし 施設間の協力体制 なし 
利用状況 
 1 階 事務所と駐車場 2～9 階（除く 6
階） 12（室）人／階 
 6 階  8 （ 室 ） 人 ／ 階 ＋ 多 目 的 室      

バルコニーを経由して避難階段に出られる             写真 12 建物の外観 
 地域交流スペース なし              
 職員数（平均） 昼間 3～4 名  夜間 １名 
建物内の状況  階段数 外階段 0 箇所 内階段 2 箇所 
  二方向避難の確保 確保されている。 
 スプリンクラーの種類と有無 全室および廊下 
 エレベーター扉の区画化 区画化されている 
 排煙設備 廊下には、排煙口がある（開閉は、排煙口のそばで操作）、居室は通常の窓   

天窓 なし 
 廊下の状況 可燃物無し    共用空間の状況 可燃物量は制限されている 
 階段室の状況  可燃物無し  居室の状況 可燃物の持ち込み制限なし 

非常扉の閉鎖障害 なし 
防炎物品および防炎製品の使用状況 推奨している 

 廊下と居室の区画化 特定防火設備を使用 
 裸火 居室内の制限なし       喫煙 居室内の制限なし 
 外部に通じる扉および窓の施錠・開放制限 なし 
防火避難教育 
 避難訓練の実施状況 年に 2 回  
 防火教育の実施状況 職員については、年に一回以上参加をさせている。 
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図 91 空間配置図 

 
⑫ サービス付き高齢者向け住宅 Ｆ 
建物の概要 竣工 2009 年  開業 2009 年 
 階数 地上 3 階 地下 0 階 構造 鉄骨造 
 建築面積 400 ㎡ 延べ床面積 1211 ㎡  

収容人員 24 名 １階に地域交流スペースがある。 
立地条件  準市街地の住宅地（広島県） 
外部との関係 

敷地条件 隣にグループホームがある 
避難器具 避難スロープ なし、緩降機 なし 
バルコニー あり 居室の前と隣室の前との間に隔て  
板が２枚ある。この２枚の隔て板の間にエアコンの室 
外機があり、避難上の問題がある。(写真 13)また、 
バルコニーから屋外避難階段には、行けない。 
ドライエリア なし                写真 13 バルコニーの状況 
最寄りの消防署からの時間 1～2 分くら

い 
消防計画書 あり 独自の防火・避難マニ

ュアル あり 
地域との交流・契約 あり  施設間の協

力体制 あり 
利用状況 
 2～4 階 （室）12 人／階  
 地域交流スペース あり 
 職員数（平均） 昼間 2 名  夜間 1

名 隣のマンションに常務理事が住んで

いる。 
建物内の状況 
 階段数 外階段 1 箇所 内階段 1 箇所  

二方向避難の確保 確保されている。                  図 92 空間配置図 
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 スプリンクラーの種類と有無 あり（通常型）エレベーター扉の区画化 不明 
 排煙設備 居室は、通常の窓（天井付近まで開放できる。）共用空間及び廊下には、排煙

窓がある。 天窓 なし 
 廊下の状況 可燃物なし 共用空間の状況 可燃物量は、制限されている。 
 階段室の状況 可燃物なし 居室の状況 可燃物量は、制限されている。 

非常扉の閉鎖障害 なし 
防炎物品および防炎製品の使用状況 推奨されている。 

 廊下と居室の区画化 通常の扉 
 裸火 厨房を除いて、禁止 喫煙 禁止 
 外部に通じる扉および窓の施錠・開放制限 なし（日中は、非常用扉を施錠）                   
防火避難教育 
 避難訓練の実施状況 年に 2 回実施する。      

利用者の一部も訓練に参加する。夜間想定の訓練も実施している。 
 防火教育の実施状況 避難訓練以外の教育プログラムはない。 
 
⑬ サービス付き高齢者向け住宅 Ｇ 
建物の概要 
 竣工 2013 年 開業 2012 年  
 階数 地上 5 階 地下 0 階 構造 鉄骨造  

敷地面積 1654 ㎡ 延べ床面積 3066 ㎡  
建築面積 800 ㎡ 収容人員 78 名（74 室）  

 内装 せっこうボード＋壁紙 
立地条件  準市街地の住宅地（広島県） 
外部との関係 

敷地条件 6ｍ道路に面している。背面は、河。     
避難器具 避難スロープ なし                     写真 14 建物の裏側 

 緩降機 なし 
バルコニー 2 名室と共用空間についている

が、直接に屋外階段につながっていない。（写

真 15） 
 ドライエリア なし 
最寄りの消防署からの時間 10 分くらい 
消防計画書 あり 独自の防火・避難マニュ

アル あり 
各種設備利用の手引きの掲示 あり 
主要機関等への連絡方法の掲示 あり 

利用状況 
地域交流スペース なし             写真 15 バルコニーの状況 

 職員数（平均） 昼間 5 名    夜間 1 名 
  建物内の状況 
 階段数 外階段 1 箇所 内階段 1 箇所 
 二方向避難の確保 屋内階段から、すぐには屋外に出ることができない。屋外階段と反

対側の廊下の端にバルコニーがあり、救助を待つ待機場所として、使えそうである。 (写

真 16) 

- 113 -



- 115 - 
 

スプリンクラーの種類と有無 あり（通常 
型） 
エレベーター扉の区画化 不明 

 排煙設備 自然排煙（通常の窓）、共用空間 
のみ、排煙窓がある。 天窓 なし 

 廊下の状況  可燃物なし                     
 共用空間の状況 可燃物は制限されている。 
 階段室の状況 可燃物なし 
 居室の状況 可燃物の持ち込み制限はない。 

非常扉の閉鎖障害 なし 
防炎物品および防炎製品の使用状況 防

炎物品、防炎製品の使用が推奨されている。      写真 16 廊下の端のバルコニー 
 廊下と居室の区画化 通常の扉 
 裸火 禁止、給湯にのみガスを使用、他はＩＨ    喫煙 喫煙ルームのみ 
 外部に通じる扉および窓の施錠・開放制限 非常口の扉は施錠されているが、緊急時に

は開放可能防火避難教育 
 避難訓練の実施状況 入居者もできるだけ、参加してもらっている。 
 防火教育の実施状況 避難訓練のみ    

 図 93 空間配置図 
⑭ サービス付き高齢者向け住宅 Ｈ 
建物の概要 竣工 2010 年  開業 2010 年  階数 地上 2 階 地下 0 階 
     構造  鉄骨造 収容人員 14 名  
立地条件 準市街地の住宅街（愛媛県） 
外部との関係 

敷地条件 幹線道路に接している。 
避難器具 避難スロープ なし 緩降機 

なし 
バルコニー なし ドライエリア なし 
最寄りの消防署からの時間 10 分くらい 
消防計画書 あり 独自の防火・避難マニ

ュアル あり 
各種設備利用の手引きの掲示 あり 主

要機関等への連絡方法の掲示 あり 
地 域 と の 交 流 ・ 契 約  な し                           
写真 17 外階段の踊り場 

 施設間の協力体制 隣に、グループホーム、有料老人ホーム、ディケア施設がある。 
利用状況 
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 1 階 ７（室）人 2 階 ７（室）人  職員数（平均） 昼間 3 名 夜間 1 名 
  建物内の状況 
 階段数 外階段 1 箇所（外階段の踊り場は、待機場所として使えるくらい広い（写 

真 17）） 内階段 1 箇所 
 二方向避難の確保 2 階の 4 つの居室は、 

重複距離がある。 
 スプリンクラーの種類と有無 あり（簡易型）                                           
エレベーター扉の区画化 なし 
 排煙設備 居室と廊下は、通常の窓   

天窓 なし 
 廊下の状況  可燃物なし  
 共用空間の状況 可燃物は制限されている。 
 階段室の状況 可燃物なし  

 居室の状況 可燃物は制限されている。   

非常扉の閉鎖障害 防火扉はない。                      写真 18 内階段 
防炎物品および防炎製品の使用状況 推奨している。 

 廊下と居室の区画化 通常の扉 
 裸火 禁止 喫煙 禁止 
 外部に通じる扉および窓の施錠・開放制限 なし 
防火避難教育 
 避難訓練の実施状況 年に 2 回、隣接の施設と合同で実施。 
 防火教育の実施状況 避難訓練のみ 

 
図 94 空間配置図 

 
⑮ サービス付き高齢者向け住宅 Ｉ 
建物の概要 竣工 2013 年  開業 2013 年  階数 地上 2 階 地下 0 階 
      構造 鉄骨造 建築面積 732 ㎡ 延べ床面積 1,357 ㎡ 収容人員 29 名 
      内装 せっこうボード＋壁紙 
立地条件  準市街地の住宅街（福岡県） 
外部との関係 

敷地条件 6ｍ道路に接道、高台にある。 
避難器具 避難スロープ なし、緩降機 なし、 

避難はしご 共用部分のバルコニーに設置 
バルコニー 共用部分にある ドライエリア なし 
最寄りの消防署からの時間 5 分くらい 
消防計画書 あり 独自の防火・避難マニュアル あり 
各種設備利用の手引きの掲示 あり 主要機関等への連絡方法の掲示 あり 
地域との交流・契約 特になし 施設間の協力体制 なし 
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利用状況 
 1 階 10（室）人 2 階 19（室）人 
 地域交流スペース 1 階部分にディケアサービ

スがある。 
 職員数（平均） 昼間 8 名 
  夜間 1 名 
  建物内の状況 
 階段数 外階段 1 箇所 

 内階段 1 箇所 
 二方向避難の確保 2 階の 6 居室は重複距離が

ある。                                            写真 19 階段室の下がり壁 
 スプリンクラーの種類と有無 あり（通常型） 
 エレベータシャフト及び階段室の区画化 なし 

 階段室の登り口、降り口に下がり 
壁がある。(写真 19) 

 排煙設備 自然排煙 居室は通常の窓、共用空間及び廊

下には、排煙窓がある。 天窓 なし 
 廊下の状況  可燃物は制限されている。（事務室前、玄

関に近いところに打ち合わせコーナーがある。） 
 共用空間の状況 可燃物量は、制限されている。 
 階段室の状況 可燃物なし（階段の下がリネン室になっ

ており、実質上、物置となっている。）（写真 20）  
 居室の状況 可燃物の持ち込み制限はなし。 

非常扉の閉鎖障害 防火戸はない。 
防炎物品および防炎製品の使用状況 推奨している。       写真 20 階段下の状況 

 廊下と居室の区画化 通常の扉              
 裸火 禁止  喫煙 禁止                              
 外部に通じる扉および窓の施錠・開放制限 

非常口については、施錠しているが（鍵は、3 名の

職員＋事務室で保管している。）、緊急時には解錠でき

るようになっている。（写真 21）他は、制限なし。                      

防火避難教育 
 避難訓練の実施状況 年に 2 回実施する避難訓練には、

利用者も参加するようにしている。                          写真 21 非常扉 
訓練の記録を整備している。 

防火教育の実施状況 避難訓練の実施以外無し。        

その他 夜勤者は、2 階にいるが、火災報知器の受 
信盤及び自動通報装置は、1 階の事務室にある。厨 
房と食堂の間にガラス戸の窓がある。（写真 22） 

 

 

 

 

                                           写真 22 厨房と食堂の間のガラス戸の窓 
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図 95 空間配置図 

 
⑯ 認知症高齢者グループホーム Ａ 
建物の概要 竣工 2006 年  開業 2006 年  階数 地上 2 階 地下 0 階 
      構造  軽量鉄骨造 敷地面積 230 ㎡ 延べ床面積 438 ㎡  

 収容人員 18 名  
立地条件 市街地の住宅地（大阪府）、広い道から奥まったところにある。（道路からアク

セスする道は、消防自動車の進入に十分な広さがある。）近くに公園及びグラウンドが

ある。  
外部との関係 

敷地条件 併設施設なし 
避難器具 避難スロープ なし、緩降機 な

し 
バルコニー ほぼ、全周 隔壁なし エアコ

ンの空調機があるが通行は可 
ドライエリア なし 
最寄りの消防署からの時間 6 分くらい 
消防計画書 あり 独自の防火・避難マニュ

アル あり 
各種設備利用の手引きの掲示 あり        写真 23 廊下の洗濯物 

主要機関等への連絡方法の掲示 あり 
地域との交流・契約 あり 
施設間の協力体制 近隣の施設同士で連携、

緊急時は近隣に居住する職員を招集する。 
利用状況 
 9（室）人／階  
 地域交流スペース なし 
 職員数（平均） 昼間 9 名 夜間 2 名 
 建物内の状況 
 階段数 外階段 1 箇所 内階段 1 箇所    

二方向避難の確保 確保されている 
 スプリンクラーの種類と有無 あり（簡易 

型） エレベーター扉の区画化 不明 
 排煙設備 通常の窓 防煙たれ壁で防煙区画

は形成されている。階段室と居室の間は、防火      図 96 空間配置図 

設備（網入りガラス）階段室とエレベーターホールが共通 天窓 なし 
 廊下の状況 洗濯室付近の廊下に洗濯物が干されている。（写真 23）  
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 共用空間の状況 隅に洗濯物が干されている。 階段室の状況 可燃物なし 
居室の状況 可燃物の持ち込み制限なし    非常扉の閉鎖障害 なし 
防炎物品および防炎製品の使用状況 推奨している 

 廊下と居室の区画化 通常の扉 
 裸火 禁止     喫煙 場所を制限 
 外部に通じる扉および窓の施錠・開放制限 なし 
防火避難教育 
 避難訓練の実施状況 月 1 回  防火教育の実施状況 消防ＯＢの指導を受けている。       

その他 
 2 階の階段室に面した場所に面談室があり、火災時は、2 階の入居者の一時避難場所と

して使う。                       
 
⑰ 認知症高齢者グループホーム Ｂ 
建物の概要 竣工年 不明  開業 2004 年  階数 地上 2 階 地下 0 階 
      構造 ＲＣ造 敷地面積 不明 延べ床面積 742 ㎡ 収容人員 18 名  
立地条件  住宅地（北海道）、前面は、大

通り（2 車線＋歩道付きのバス通り）に

面している。残り 2 方向は、6ｍ道路、

このうち一方向の向かいは、公園、残り

は空地 
外部との関係 

敷地条件 一方向に民家がある 
避難器具 避難スロープ なし、緩降機  
なし 
バルコニー 一部あるが、居室にはない。  
ドライエリア なし 
最寄りの消防署からの時間 １０分くらい     写真 24 建物の外観 
消防計画書 あり 独自の防火・避難マニュアル あり 
各種設備利用の手引きの掲示 なし 主要機関等への連絡方法の掲示 なし 
地域との交流・契約 職員は、近隣（１０分以内）に住んでいる。隣の民家の協力も期

待できる。 施設間の協力体制 なし 
利用状況 
 ９（室）人／階 地域交流スペース な

し 
 職員数（平均） 昼間 6 名 夜間 ２

名 
建物内の状況 
 階段数 外階段 １箇所 内階段 １箇

所  二方向避難の確保 確保されている。 
 スプリンクラーの種類と有無 あり 

（2 年前に設置） 
エレベーター扉の区画化 不明 

 排煙設備 居室は通常の窓、共用スペ     写真 25 排煙窓の開放ボタン 
ースは、排煙窓あり（窓スイッチの前に障害物あり）（写真 25） 
天窓 なし 
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 廊下の状況 可燃物なし 共用空間の状況 可燃物量は制限されている、 
 階段室の状況 可燃物無し 
 居室の状況 可燃物の持ち込み制限なし 

非常扉の閉鎖障害 なし 
防炎物品および防炎製品の使用状況 推奨している。 

 廊下と居室の区画化 通常の扉 
 裸火 禁止  喫煙 昼間は外、夜間は、職員付き添いの下で換気扇の下 
 外部に通じる扉および窓の施錠・開放制限 なし 
防火避難教育 
 避難訓練の実施状況 年 2 回  
 防火教育の実施状況 職員だけでなく、入居者も参加を促している。 

図 97 空間配置図 

 
⑱ 認知症高齢者グループホーム Ｃ 
建物の概要 竣工 2004 年  開業 2004 年  階数 地上 2 階 地下 0 階 
      構造 木造 敷地面積 454 ㎡ 延べ床面積 243 ㎡ 収容人員 9 名 
      1 階部分は、ヘルパーステーション（異種用途区画されている。） 
立地条件  郊外の住宅地（岩手県）、三方向は、4.5ｍ幅の道路、一方向は、民家 
外部との関係 

敷地条件 斜面にたっているので、2 階部分から道路にアクセスできる。周囲には、十

分な空地がある。 
避難器具 避難スロープ なし、緩降機 なし 
バルコニー なし ドライエリア なし 
最寄りの消防署からの時間 3 分くらい（消防署の職員の家族が入居している。） 
消防計画書 あり 独自の防火・避難マニュアル あり 
各種設備利用の手引きの掲示 なし  主要機関等への連絡方法の掲示 なし 
地域との交流・契約 なし  施設間の協力体制 なし 

利用状況 
 2 階 9（室）人  地域交流スペース なし 
 職員数（平均） 昼間 3～4（3）名 夜間 1 名 
建物内の状況 
 階段数 階段 なし  二方向避難の確保 確保されている 
 スプリンクラーの種類と有無 なし（2 年後に設置予定） エレベーター扉 なし 
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 排煙設備 通常の窓、一部排煙窓もある。開閉

装置は、排煙窓のそばにある。           
   天窓 あり（開放できないので、排煙には

使えない） 
 廊下の状況  可燃物なし 共用空間の状況 

可燃物量は制限されている。 
 階段室の状況 可燃物なし 居室の状況 可燃

物の持ち込み制限なし 
非常扉の閉鎖障害 閉鎖障害はない。 
防炎物品および防炎製品の使用状況 カーテ

ン・カーペットは、防炎物品、他は、入居 
者に任せている。 

 廊下と居室の区画化 通常の扉 
 裸火 禁止            喫煙 禁

止 
 外部に通じる扉および窓の施錠・開放制限 非

常口の扉は、ダブルロック、開けるとメロディ

ーで警告（写真 26）玄関は出入り自由                 写真 26 非常口の扉 
防火避難教育                     
 避難訓練の実施状況 年に 2 回  
 防火教育の実施状況 職員だけでなく、入居者にも訓練への参加を呼びかけている。        

 
図 98 空間配置図 

 
⑲ 認知症高齢者グループホーム Ｄ 
建物の概要 竣工 2007 年  開業 2007 年  階数 地上 2 階 地下 0 階 
      構造 鉄骨造 収容人員 18 名  
立地条件 住宅街（千葉県） 
外部との関係 

敷地条件 敷地境界線から 2ｍ程度セットバックしている。前に、6ｍ道路、 
後ろに 4ｍ道路 

避難器具 避難スロープ なし、緩降機 なし 
バルコニー 一部の居室についているが、避難階段には通じていない。 

- 120 -



- 122 - 
 

 ドライエリア なし 
最寄りの消防署からの時間 3～5 分くらい 
消防計画書 あり 独自の防火・避難マニュアル あり 
各種設備利用の手引きの掲示 あり   主要機関等への連絡方法の掲示 あり 
地域との交流・契約 なし  施設間の協力体制 なし 
職員（10 名）くらいが、近隣（10 分以内）に住んでおり、非常時に招集する。 

利用状況 
 9（室）人／階  
 地域交流スペース なし 
 職員数（平均） 昼間  6～ 10 名（ 6）    

夜間 2 名 
  建物内の状況 
 階段数 外階段 1 箇所 内階段 1 箇所 
  二方向避難の確保 一部、共用空間を経由

しないと、避難できない室がある。 
 スプリンクラーの種類と有無 あり（簡易型）   

エレベーター扉の区画化 不明 
 排煙設備 居室は、通常の窓（天井付近まで

開く）、廊下の端部と共用空間には、排煙窓

がある。 天窓 なし 
 廊下の状況 可燃物なし 

共用空間の状況 可燃物量は制限されている。 
 階段室の状況 可燃物なし 

 居室の状況 可燃物の持ち込み制限なし   
非常扉の閉鎖障害 非常扉なし                  写真 27 ホールと廊下の間の扉 

防炎物品および防炎製品の使用状況 
 カーテン・カーペットは、防炎物品、他は、入居者の判断にゆだねている。 

 廊下と居室の区画化 通常の扉 
 裸火 禁止 喫煙 外 
 外部に通じる扉および窓の施錠・開放制限 なし ただし、玄関扉を中から開ける場合

には、隣室にあるスイッチを操作する必要がある。 
防火避難教育 
 避難訓練の実施状況 年 2 回 
 防火教育の実施状況 新人教

育マニュアル 
を作成しているが、中身は、一

般的な注意事 
項のみ 
その他 
 階段室に扉がない（階段に面

したホールと廊下の間には、扉

があるが、防火戸では      
ない。）（写真 27） 

図 99 空間配置図 
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⑳ 認知症高齢者グループホーム Ｅ 
建物の概要  開業 2001 年  階数 地上  1 階 地下 0 階 
      構造 木造 延べ床面積 225 ㎡ 収容人員 ７名 
立地条件  郊外の住宅地（北海道） 

前面は、大通り（バスの通行あり）に面してい

る。広い敷地の一部に建つ 
外部との関係 

敷地条件 同じ敷地内に、ブロック・ＲＣ造の

家主の家がある。（建物間は、十分な空地がある。） 
避難器具 避難スロープ なし、緩降機 なし 
バルコニー なし ドライエリア なし 
最寄りの消防署からの時間 5～10 分くらい 
消防計画書  独自の防火・避難マニュアル     
各種設備利用の手引きの掲示 あり 
主要機関等への連絡方法の掲示 あり         写真 28 建物内の概観 
地域との交流・契約 なし  施設間の協力体制 なし 

利用状況 
 ９（室）人 
 地域交流スペース なし 
 職員数（平均） 昼間 1～4（3）名  夜間 １名 
  建物内の状況 
 階段数 階段 なし  二方向避難の確保 平屋で、簡単に外に出られる。 
 スプリンクラーの種類と有無 なし（設置予定もない） 
  設置するには、家主の許可が必要であるが、許可を得ることも、費用を捻出すること

も困難である。 
 エレベーター なし 
 排煙設備 通常の窓   天窓 なし 
 廊下の状況 可燃物量は制限されている 共用空間の状況 可燃物量は制限されている 
 階段室の状況 階段がない        居室の状況 可燃物の持ち込み制限はない 

非常扉の閉鎖障害 非常扉はない 
防炎物品および防炎製品の使用状況   

カーテン・カーペットは、防炎物  
品、他は、入居者の判断にゆだね 
ている。 

 廊下と居室の区画化 通常の扉 
 裸火 禁止 喫煙 禁止 
 外部に通じる扉および窓の施錠・開

放制限 なし 
防火避難教育 
 避難訓練の実施状況 年に 2 回  
 防火教育の実施状況 夜間を想定し

た避難訓練も実施している。             図 100 空間配置図 
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21 認知症高齢者グループホーム Ｆ 
建物の概要 竣工 2003 年  開業 2003 年  階数 地上 1 階 地下 0 階 
      構造 鉄骨造 敷地面積  ㎡ 延べ床面積 750 ㎡ 収容人員 9＋9 名  
立地条件  郊外の住宅街（兵庫県） 
外部との関係 

敷地条件 平屋、周囲な十分な空地あり、2 棟

隣接 
避難器具 避難スロープ なし、緩降機 なし 
バルコニー なし 
ドライエリア あり（中庭） 
最寄りの消防署からの時間 10 分くら 
い 
消防計画書 あり 独自の防火・避難マニュア

ル あり 
各種設備利用の手引きの掲示 なし 
主要機関等への連絡方法の掲示 なし          写真 29 中庭 
地域との交流・契約 なし 
施設間の協力体制 なし 
職員（4～5 名）は、近隣（10 分以内）に住んでいる。隣の民家の協力も期待できる。 

利用状況 
 9（室）人／棟  
 地域交流スペース なし 
 職員数（平均） 昼間 5～7（6）名 夜間  2 名 
  建物内の状況 
 階段数 階段 なし  二方向避難の確保 ＯＫ 
 スプリンクラーの種類と有無 あり（簡易型）   

エレベーター扉 なし 
 排煙設備 通常の窓   天窓 なし 
 廊下の状況   可燃物なし 
 共用空間の状況 可燃物量は制限されている。 
 階段室の状況  可燃物なし    
 居室の状況 可燃物の持ち込み制限はない。 

非常扉の閉鎖障害 なし 
防炎物品および防炎製品の使用状況 
 カーテン・カーペットは防炎物品、 
他は、入居者の判断に委ねている。 

 廊下と居室の区画化 通常の扉 
 裸火 禁止   喫煙 外 
 外部に通じる扉および窓の施錠・開放制限 なし 
防火避難教育 
 避難訓練の実施状況 年 2 回  
 防火教育の実施状況 新人向けの教育および夜間想    図 101 空間配置図 

定の訓練も実施している。 
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22 認知症高齢者グループホーム Ｇ 
建物の概要 竣工 2005 年  開業 2005 年  階数 地上 2 階 地下 0 階 
      構造 鉄骨造 敷地面積 645 ㎡ 延べ床面積 687 ㎡ 収容人員 18 名  
立地条件  市街地に隣接した場所（鹿児島県） 
外部との関係 

敷地条件 2 方向は、6ｍ道路 一方向は、事務所ビル（施設側に窓はない） もう一方

向は、2 階建て住宅（準耐火建築物と見られる） 近くに大きな駐車場がある 200ｍ位

のところに大きな公園もある 
避難器具 避難スロープ なし 

緩降機 なし 
バルコニー なし 
ドライエリア なし 
最寄りの消防署からの時間 5 分くら

い 
消防計画書 あり 
独自の防火・避難マニュアル あり 
各種設備利用の手引きの掲示 あり  

主要機関等への連絡方法の掲示 あり 
地域との交流・契約 近隣住民と良好

な協力関係を構築している。近所の自

営消防団の人たちが、火災報知器のベ     写真 30 非常階段の踊り場 
ルの鳴動（外部にもある）とともに、 
駆けつけてくれることになっている。（訓練の時に鳴動させて、苦情がきたので、訓練

の際には、鳴動させていない。）また、隣の民家の住人も避難への協力を申し出てくれ

ている。（隣家のテラスと２階の非常口とは隣接しているので、そこに橋を架けてはと

いう提案があるが、そこを伝って徘徊される恐れがあるので、実現していない。）（写真

30）施設間の協力体制 近隣に同種の施設等は存在していない。 
利用状況 
 1 階 9（室）人 2 階 9（室）人／階  
 地域交流スペース なし 
 職員数（平均） 昼間  6 名 夜間 2 名 
  建物内の状況 
  階段数 外階段 1 箇所 内階段 1 箇所  二方向避難の確保 確保されている 
  スプリンクラーの種類と有無 あり（簡易型） 
  エレベーター扉の区画化 不明 階段室からエレベーターロビーを通って、共用空間

にいく構造になっている。階段室とエレベーターロビー、エレベーターロビーと共用

空間の間には、引き戸がある。 
 排煙設備 自然排煙 共用室と事務室には、排煙窓がある。居室の窓は、天井まで開放

できる。   天窓 なし 
 廊下の状況 可燃物なし      共用空間の状況 可燃物量は制限されている。 
 階段室の状況 可燃物なし     居室の状況 可燃物の持ち込み制限はない。 
 洗濯物等は、専用のスペースを設けて、そこで干している。 

非常扉の閉鎖障害 なし 
防炎物品および防炎製品の使用状況 推奨している 家具等の持ち込みについては、制

限をしていない。 

- 124 -



- 126 - 
 

 廊下と居室の区画化 通常の扉 
 裸火 厨房ではガス調理具を使っている。 喫煙 禁止（喫煙者の入居は断っている） 
 外部に通じる扉および窓の施錠・開放制限 非常口（ダブルクレセント）から勝手に出

て行く利用者がいるようになったので、最近は、施錠をしている。鍵は、付近にある事

務所で保管している。 
防火避難教育 
 避難訓練の実施状況 年 2 回、年 1 回は、消防の立ち会いがある。利用者の方にも参加

を呼びかけているが、なかなか、難しい。 
 防火教育の実施状況 夜間想定の訓練も実施している。 
 

 
図 102 空間配置図 

 
23 認知症高齢者グループホーム Ｈ 
建物の概要 開業 2003 年  階数 地上 2 階 地下 0 階 
      構造 ＲＣ造 建築面積 601 ㎡ 延べ床面積 599 ㎡ 収容人員  18 名  
立地条件  郊外の住宅地（広島県） 
外部との関係 

敷地条件 入り口が幹線道路に面している。近くに、関連施設（老人保健施設、特別養

護老人ホーム、小規模多機能施設、認知症高齢者グループホーム）がある。 
避難器具 避難スロープ なし、緩降機 なし 
バルコニー 居室についているが、屋外階段につながっていない。 
ドライエリア なし 
最寄りの消防署からの時間 5 分くらい 
消防計画書 あり 独自の防火・避難マニュアル あり 
各種設備利用の手引きの掲示 なし   主要機関等への連絡方法の掲示 なし 
地域との交流・契約 なし 施設間の協力体制 なし 

利用状況 
 1 階 9（室）人 2 階 9（室）人／階  
 地域交流スペース なし 
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 職員数（平均） 昼間 3 名 
  夜間 1 名 
  建物内の状況 
  階段数 外階段 1 箇所 
  内階段 1 箇所  
 二方向避難の確保 確保されている   

（一部の居室は重複距離あり） 
 スプリンクラーの種類と有無 

 あり（簡易型） 
 エレベーター扉及び階段室の区画化  

なし（1 階階段室の付近に防煙たれ 
壁がある。）（写真 31） 

排煙設備 居室と廊下は、通常の窓（天      写真 31 防煙たれ壁 
 井付近まで開放できる。） 天窓 なし 
 廊下の状況 可燃物なし 

共用空間の状況 可燃物量は制限されて 
いる。 

 階段室の状況 可燃物なし   
 居室の状況 可燃物量は制限されている。 

非常扉の閉鎖障害 防火戸なし 
防炎物品および防炎製品の使用状況 
 推奨している。 

 廊下と居室の区画化 通常の扉 
 裸火 禁止     喫煙 禁止 
 外部に通じる扉および窓の施錠・開放制限 
  非常口の扉は施錠されている（写真 32）。   写真 32 非常口の扉 
防火避難教育 
 避難訓練の実施状況 夜

間を想定した訓練も実施し

ている。年に 2 回実施する

訓練の内、1 回は地域の方

にもできるだけ参加しても

らっている。 
 防火教育の実施状況 避

難訓練の実施程度 
 
 
 
 
 
 

図 103 空間配置図 

 
 
 

- 126 -



- 128 - 
 

24 認知症高齢者グループホーム Ｉ 
建物の概要 竣工 2010 年  開業 2010 年  階数 地上 2 階 地下  0 階 
      構造 ＲＣ造 収容人員 18 名  
立地条件  準市街地の住宅街（愛媛県） 
外部との関係 

敷地条件 8ｍ道路に接道している。1 階部分がディケア施設と有料老人ホーム（住宅型） 
避難器具 避難スロープ なし、緩降機 なし、バルコニーに避難はしごがある 
バルコニー スタッフルーム及び共用空間に面したところにバルコニーがあるが、非常

階段には通じていない。 
ドライエリア 光庭があるが、はめ殺し窓となっている。 
最寄りの消防署からの時間 10 分くらい 
消防計画書 あり 独自の防火・避難マニュアル あり 
各種設備利用の手引きの掲示 あり  主要機関等への連絡方法の掲示 あり 
地域との交流・契約 なし 施設間の協力体制 あり 

利用状況 
 2 階 18（室）人 
 地域交流スペース 1 階にディケア施設がある 
 職員数（平均） 昼間 4 名  夜間 2 名 
  建物内の状況 
 階段数 外階段 1 箇所 内階段 1 箇所  二

方向避難の確保 確保されている。 
 スプリンクラーの種類と有無 あり（簡易型）  

エレベーター扉の区画化 なし 
 排煙設備 共用室と廊下は、排煙窓 
 天窓 あり（写真 33）                写真 33 天窓 

 廊下の状況 可燃物なし 
 共用空間の状況 可燃物量は制限されている。 
 階段室の状況 可燃物なし   居室の状況 可燃物量は制限されている。 

非常扉の

閉 鎖 障 害 

なし 防炎

物品および

防炎製品の

使 用 状 況 

推奨されて

いる。 
 廊下と居

室の区画化 

通常の扉 写真 34 階段室とユニットの間の扉   写真 35 ユニット間の扉 
階段室とユ 
ニット（写真 34）、ユニット間の扉（写真 35）は、防火戸ではないが、遮煙性に配慮して

いるだけでなく、網入りガラスを使い、遮炎性にも配慮している。 
裸火 禁止   喫煙 禁止 

 外部に通じる扉および窓の施錠・開放制限 なし 
防火避難教育 
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 避難訓練の実施状況 年に 2 回、同一敷地内の施設と共同で実施 
 防火教育の実施状況 避難訓練の実施程度 
 

 
図 104 空間配置図 
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４．建物設計者等へのヒアリング 

４－１．目的 

高齢者施設に要求される利便性、快適性、日常災害の防止性能、耐震性、デザイン性な

どについて、設計者は設計の各意思決定段階で、施設側の要望する項目を確認しあって行

うことから利用開始以降にそれらに関する問題は一般には生じない。 
しかし火災安全性に関しては、上記の性能とは特徴を異にして適切な設計以外に、利用

者や利用の仕方や防火対策の維持管理などの変動要因に左右される。これに対して、建物

設計者ならびに施設を実際に運営・管理する施設の管理者や職員は、火災の実態を知らな

いことより、施設の特徴を考慮することなく法規の要求を単純に満たすが避難安全性に課

題を残す場合、出来上がった施設においてより有効な改善対策を講じることが困難な場合

や建物設計者の設計意図が施設の管理者や職員の方々に上手く伝達されていない場合も考

えられる。 
この調査は、火災安全の専門家が、施設設計者などに対してヒアリングまたはアンケー

トを行って、①高齢者の生活する空間の特徴を反映させた防火対策が有効に講じられてい

るか、②それが施設管理者・介護職員や利用者などのユーザーに受け入れられているのか

など、施設の設計段階の現状の課題と将来への提案の把握を目的として実施した。 
４－２．方法  
 高齢者福祉施設等の高齢者が生活する空間を有する建築物の設計に携わった経験のある

設計者及び設計を依頼する事業者に、以下の調査項目のヒアリング（不可能な場合はアン

ケート調査）を実施した。調査対象が設計行為という多角的な側面を有していることより、

ヒアリング調査者は聴取漏れや判断ミスをさけるために原則として 2 名以上とした。 

（１）調査項目１：ヒアリング(アンケート）対象者の高齢者福祉施設の設計実績・業務形

態 

事務所、個人として、新築、転用、改修の別、特別養護老人ホーム、有料老人ホー

ム、サービス付き高齢者向け住宅、認知症グループホーム、その他の別、ほかに、

受注形態―特命、入札の別 

（２）調査項目２：高齢者福祉施設設計時の考え方 

設計者の過去の実施事例を検討して、そこで用いられている防火対策が有効になっ

ているのか施設の防火避難上の分析を行った上でヒアリングを行うのが望ましいのだ

が、今回の調査ではできないので、設計者の防火・避難に関する考え方を聞くことに

した。 

１）高齢者施設の設計に対するこだわり：次のいずれを優先して設計するか。 

  利便性（介護者のサービス活動の利便などの動線）、快適性（通風、日照、騒音、

などなど）、転倒防止など日常災害防止、耐震性、火災安全性、デザイン 

２）高齢者施設の火災安全計画・設計に関するこだわりとその実現の手段 

・法規を守れば十分と考える。 

法規（厚生労働省の基準、建築基準法、消防法）の遵守を最優先とする 

・利用者の特性を特別に配慮した設計を行う。法は成熟していると思うか。 

防災設備などハード重視する、フールプルーフを優先する。 

特別な配慮を行うときに参考とする資料は何か。 

遵法性にプラスアルファした対策の積極的な提案の有無。 

・その提案は実現したか。 

・実現しなかった場合に何が障害となったか。 

・計画や設計の巧拙によって安全性確保の改善は可能と考えるか 
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配置計画、平面計画、断面計画、構造計画、設備計画における配慮 

（３）調査項目３：情報の施設側への伝達 

設計者が考えた防火対策がユーザー（管理者や利用者）に理解され、火災時に有効に使

用される様な仕組みになっているのかを確認する。 

・火災安全計画の方針・内容を発注者や施設管理者に文書などで説明したか。 

・火災安全対策の方針決定は、発注者？施設運営者？ 

  方針決定に施設管理者の意見が反映しやすい環境と思うか。 

・設計意図を説明する防災計画書などを作成したか 

・消防計画の作成や避難訓練計画の立案、維持管理計画の立案などに協力したか。 

・スプリンクラーや排煙設備などの役割や効果について説明したか。 

・避難の安全を期するために、各利用者室の扉の閉鎖徹底や水平避難の区画の必要性、

階段区画の徹底などの適正な利用に関する助言を行ったか。 

（４）調査項目４：法令で規定されている設備の防火安全性に対する考え方 

新しい技術への関心、設計思想や内容についての顧客への説明について、施設の安全・

安心の為には現状の法規で規定されているハードで十分なのか不十分なのか？不十分なら

ばどのような対策（ハード）を考えているのか？また社会的には、そのような対策は受け

入れられるような状況なのかを確認した。 

・設計の基本方針を的確に反映するために、新しい設備や空間形態の導入について発注者

に提言したことがあったか。 

・新しい火災安全設備システムなどについての興味はあるか。 

・性能検証法の適用など火災安全技術によって高齢者施設にとって望ましい姿を実現しよ

うとしたとき何が障害になると考えるか。 

４－３．ヒアリングの対象  
近年の高齢者社会福祉施設は小規模化の傾向があり、住宅メーカー（記号 H）ならびに

比較的小規模の設計事務所の設計事例が多く、一般には大手の設計者やジェネコンが関与

することは少ない。しかし将来の高齢者施設のあるべき姿を考える意味で新しい試みへの

取り組みの視点から先進的な試みの可能性がある主要な設計事務所（記号 D）ならびに大

手建設会社（記号 G）も調査の対象とした。 
４－４．結果  
（１）ヒアリング対象者の高齢者福祉施設の設計実績・業務形態  
１）ヒアリング対象者の概要  

今回の調査では、高齢者福祉施設専門の設計事務所は調査していない。また、この調査

は住宅メーカーを含めて建設会社 10 人、一般の建築設計事務所 6 人、その他 1 人の設計

者を含めて合計 17 人に過ぎない限定的なもので、統計的に有意な傾向を探るものではな

い。 
調査対象者は建築設計者がほとんどである。ヒアリングの際の情報では回答いただいた

設計者の多くは、病院設計部門や住宅設計部門で長年の経験を積んだ者が高齢者施設設計

部門に移動していた。年齢的には約 30 歳～60 歳の間で、経験年数は約 3 年～30 年の間で

あった。このために高齢者社会福祉施設の設計に関しては若手からベテランまで多様な設

計者を調査したことになる。 
２）過去の設計実績 

調査対象者の平均の過去の設計実施数に関しては、①介護付有料老人ホームで 2.2 施設、

②サービス付高齢者向け住宅で 1.8 施設、③認知症対応グループホームで 4.0 施設、その

他の設計例としては、特別養護老人ホーム（D1、D3、D4、D5）、老健(D3、5）、小規模多

機能（D5）、ケアハウス(D3)、障害者施設、デイサービス(H2)があった。 
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今までの取り組んだ例としては、転用が 1 施設のみで新築がほとんどであった。住宅等

からの転用が技術的には比較的に楽にできると設計者は考えているので、この背景として

は行政側の指導があるものと考えられる。例えば、有料老人ホームは当初から高齢者施設

であったのに対して、サービス付高齢者向け住宅は当初は共同住宅からの転用が可能であ

ったが、最近ではほとんどできなくなっている。 
３）業務形態 

受注の形態としては、 ほとんどが①特命で、次に③プロポーザル、②入札の順であっ

た。また比較的小規模な施設は民間の施設運営が行われていることが多い。住宅メーカー

などは、アパートとして収益性がない立地条件で経営に関心のある土地オーナーを見つけ

て施設事業者を紹介しているので、特命（設計施工）になることが多い。 

４）設計に際しての参考資料類 

高齢者福祉施設を設計する時の資料に関しては、複数回答の結果であるが、②日本の施

設の設計事例が 17 名とほぼ全員が利用しており、次に④設計事例集が 7 名、③学会や厚

生省の基準類が 6 名、①海外の施設の設計事例が 4 名と少なくなっていた。 
デザインや「しつらい」に関しては海外の施設を参考にはするが、法規の規制などの国

内事情があるので、海外の設計例は思っているほどは参考にしていないようである。その

他の資料としては、介護側の運用に関する資料も参考にしており、施設基準・法令ハンド

ブック。（D6）、認知症の本、福祉ユニバーサルデザインの本等。（D2）などが挙げられて

いた。 
５）課題 

高齢者福祉施設の設計及び建設時の課題としては次の 3 項目がヒアリング時に抽出され

た。 
① 施設によっては 20 年近く経過して、建て替えの時期を迎えている施設も出始めている。

行政の指導が変更していると、建設時の平面計画やハードでは、当初可能であったこ

とが、建て替え後、大幅な手直しをしなければ継続できなくなる可能性がある。 
② 高齢者福祉施設利用者の場合、ある程度時間が経過すると要介護度が上がり、より介

護レベルの高い人々を対象とする施設に移動させざるを得なくなる。米国やカナダの

場合は、施設群があるビレッジになっていて、利用者の状況に応じてビレッジ内の施

設を移っていける。一般的に、利用者は入所したら動きたくないし、現状の日本の施

設の充足状況を見ると移れない状況でもある。医療や福祉の立場からは放置できない

ので、施設運営者としては、最終的には建物の改築も視野に入れておかなければなら

ない。 
③ 施設建設に際しては、公的な補助金を利用することが多い。自治体では年間の補助金

枠を決めているので、補助金を受けるためには順番待ちになり、大きな施設の建設や

まとまった施設の建設に関しては早期の実現が難しい状況である。 
（２）高齢者福祉施設設計時の考え方  
１）設計要素の相対的な重要度の概要 

高齢者施設設計時に考慮する項目として①利便性、②快適性、③転倒防止など日常災害

防止、④耐震性、⑤火災安全性（防火・避難）、⑥デザイン性を挙げ、各要素の相対的な重

要性を設計者に確認した。最も重要視しているのは③転倒防止など日常災害防止で、次に

②快適性、①利便性、⑤火災安全性（防火・避難）、⑥デザイン性、④耐震性の順番であっ

た。 
④耐震性が最も低いのは、法規的に決められている以外のことを行うとなるとコストが

かかるのであきらめて低くなっているものと推定される。①～③の項目が比較的高いのは

利用者に独自歩行ができない人が多いことより日常の管理を強く意識されているためと推
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定される。⑤火災安全性が低くなっているのは、利用者の非常時の安全性よりも日常の管

理を重要視しているものと理解される。 
その他の考慮項目としては、経済性（G1、D3、D4）、収益性（H2）、事業性（H2）、ユ

ニバーサルデザイン（D2）、環境、省エネルギー、BCP（事業継続計画）が挙げられてい

た。 
２）施設の防災設計時の考え方 

施設の防災設計の全体の考え方としてパッシブ（フールプルーフ）とアクティブ（防災

設備重視）があるが、パッシブが 9 名とアクティブの 8 名よりも多かった。設計行為とい

うのは全体のバランスを考えて行なわざるを得ない。災害時、独立歩行が難しい利用者が

他の用途に比べて多いことより、パッシブのウエートが高くなり、安全の目標がどうして

も達成できない場合はアクティブにならざるを得ないものと推定される。 
３）避難関連設備の重要性 

避難設備として、①避難場所(例：前室、バルコニー)、②ゾーニング、③扉の閉鎖の徹

底、④排煙設備の利用を挙げ、その重要度を確認したところ、①避難場所が最も高く、②

ゾーニング、③扉の閉鎖の徹底、④排煙設備の利用の順番であった。気になるのは④排煙

設備の利用が他の項目よりも大差で最もランクが低かったことである。避難関連設備とし

ての①～④の項目は火災時の煙の拡散防止という点で相互に関係しており、欠くことがで

きないものである。 
４）空間内部の設計方針 

本来は利用者の意見と管理者側の意見の両者の意見のバランスを取ることが望ましい

のだが、このことの実現は難しい。一方、行政の指導(補助金の関係上)によっては空間の

使われ方が時代によって変化する。調査時点では、②個室を前提が 14 名と最も多く、次

いで③ユニット方式が 6 名、④職員の目が届きやすいように大部屋方式 2 名になっていた。 
⑤その他としては、運営者の方針による（G1、G3）があった。 

５)施設内部の廊下の設計 
設計時に廊下をどのように位置づけるか、火災時には居室と他の空間を区画する重要な

空間になる。大きな施設においては煙の拡散防止の視点から多重に区画したり、廊下の外

部化などなんらかの工夫が取り入れられ易い。しかし、比較的小さな施設においては、独

立した廊下をとることも難しく共通エリアと一体化している場合が多い。 
①利用者や職員が利用しやすいように区画が無いが 10 名、②煙が拡散しにくいように

多重区画化が合計 6 名、法規通りが 2 名になった。ここでも、多くの設計者は、火災時の

利用者の安全性よりも日常の管理のし易さで設計を行っている。 
その他の記述としては、施設規模や法規に応じて設定（G3）、建築基準法による（G1）、

区画の有無は規模による。煙の拡散を防ぐことも必要であるが、避難時に障害となる区画

を設けないようにしている。法的に必要な規模の場合は区画を設ける。（G1）、ユニット毎

に区画、ユニット内は区画なし。（D6）、サ高住：火気を使用する空間を分けることで対応。

（D1）、廊下と共同生活スペースを共用させない、廊下の外部化。（D3）があった。（他の

内容 6 名としては、下記のように、法規通りが 2 名で、他の 4 名は火災時の煙の拡散と避

難の容易性を検討していることより②に加える。） 
６）防火・避難への配慮 
 複数回答ではあるが、①法令要求通りが 12 名、③ 特別な配慮が 9 名で、②設備設

計者や防火コンサルタントに任せているは無かった。この数の比は他の質問の場合とほぼ

同じで、法規を守りながらも施設の実状に合わせた工夫を行っている。 
 特別な配慮としては、連続バルコニー又は水平避難の為の防火区画を設置（D6）、車椅

子が一時避難できる安全区画を設置（G4）、水平避難、バルコニー避難（D5）、ユニット
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に防火戸設置。サ高住にスプリンクラー設置（H1）、安全区画を水平に細かくとっている。

（D2）、水平避難を原則に安全区画の設置、屋上一次避難場所の確保（D3）、法令要求に

加えて、明確なゾーニングを心掛けている。（D4）などが挙げられた。 
７）居室の扉への配慮 

居室の扉への配慮として、先ず、廊下側の扉として①気密を確保し自動閉鎖、②自動閉

鎖、③手動閉鎖、④無しの項目を挙げ選択していただいた。特養などの介護度が高い利用

者が多い場合は自動閉鎖を採用し、サ高住などの独立歩行が可能な利用者の施設の場合は、

個室が前提である。その結果を受けてか、①気密を確保し自動閉鎖は 0 名、②自動閉鎖が

9 名、③手動閉鎖が 8 名であった。その他としては、施設によって違う（D5）、煙感連動

の防火設備（D2）が挙げられていた。 
次に、外気側扉としては、①電子錠、②パニッククレセント、③通常のクレセントを挙

げ、選択していただいた。外気側扉は③通常のクレセントが 10 名と多く、次に②パニッ

ククレセントが 5 名、その他と続き、①電子錠は 3 名と少なかった。外部側扉は電子錠が

望ましいが、コストの点より多くの施設では通常のクレセントを採用していた。 
その他としては、施設によるが③が多く、施設によっては開閉制限をつけることもある

（G1）、ケアロック（D5）、二重化（D3）、運営者の考え方による（H2）が挙げられた。 
８）階段室の扉への配慮 

階段室の扉への配慮として①気密を確保し自動閉鎖、②自動閉鎖、③手動閉鎖、④徘徊

防止の扉を挙げ、選択していただいた。階段室の扉は非常時の対応を目的にしており②自

動閉鎖が 8 名、①気密確保し自動閉鎖 5 名、③手動閉鎖の順であった。他の機能としては

④徘徊防止の扉が 4 名であった。その他の項目として、施設により（有料老人ホーム）施

主要望で入居者が徘徊する事を防止する為の②の扉にサムターンを高い位置に向けること

もある（G1）、建築基準法どおりの程度（D5）、電気錠パニックオープンのことが多い（D2）
の項目が挙げられた。 
９）火災時の避難の方針 

①避難階（地上階：1 階）へ避難が 5 名と②水平避難(バルコニー、階段前室、同じ階の

他のゾーンが 12 名と、水平避難が、結構、建築設計者に浸透していた。 
その他の内容として、ケースバイケース（G1）、まず②その次に①（G1）、同じ階の他

のゾーン（H1）、高齢者に階段は危ない（D2）などの記述があった。 
１０）火災時の排煙設備 

排煙設備としては①法規通り 11 名、②機械排煙設備が 0 名、③自然排煙口が 9 名であ

った。 
機械排煙が 0 名であることより、法規の中の自然排煙方式を採用していた。 

１１)自然排煙口を採用時の特別な工夫 
自然排煙口を採用時の特別な工夫として、わかり易い位置に開閉ボタンを設置（G4）、

避難方向と逆にならないようにしている。煙感連動した場合、モーターがつきコストが高

くなるので採用されにくい（D1）、バルコニーが無い場合の落下防止とセキュリティの工

夫（D3）が挙げられた。 
１２）課題   

高齢者福祉施設設計時の考え方の課題としては次の 13 項目が抽出された。 
① 高齢者の急増と近年の社会情勢を考え併せると必ずしも高齢者社会福祉施設に対する

法規の体系がきめ細やかにかつ余裕のある体系にはなっておらず、他の施設の延長線

上に対する線引き状態ともいえる。このような背景にも関わらず、独自歩行が困難な

利用者が多くを占める施設において、先述した法規要求通りが多くを占めていること

は残念である。高齢者福祉施設の場合、管理体制と利用者の状況によって必要な施設
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の空間および設備が異なり幅広い対応が求められるもので、法規で規制するよりもガ

イドラインの運用を目指すべきと考える。 
② 高齢者福祉施設の設計の際には利用者の意見（我慢強い世代なので聞きたいけど聞け

ない。）と管理者側の意見（本当に利用者から聞いているのか）の両者の意見を聞いて、

設計にどのように反映させればよいのか戦いの場でもあり、両者のバランスが難しい

ものと考えられる。施設の種類（要介護度）によって、この両者の重みが変わってく

る。高齢者福祉施設では要介護者が多いので、管理者側に取って便利であると、利用

者のサービスに繋がると思って設計されていることが多い。このあたりの配分によっ

て、施設の安全度がどのように変わるのか、将来何らかの調査が必要である。 
③ 建築設計者にとって、法規の規制は一つの目安ではあるが、その法規の規制によって

関連する他の要素が、どのように影響を与えるのか不明なので、何らかの提示が必要

であるが、現状では、設計者個人の裁量（感覚）の範囲の中で調整されていると思わ

れる。多くの施設では、法規の通り作られているので、例えば、防煙区画と管理のユ

ニットが一致していなく、火災時の煙の拡大を促進させてしまう危険な構造になって

いる場合もある。 
何らかの相互の関係がわかる、例えば、リスク分析の様な全体の安全系を評価でき

るシステムの導入が求められる。また、パッシブの手法でどの程度、安全の目標が達

成できるのか、できない場合の代替特性としてどのようなアクティブの手法がどの程

度の能力があるのかその信頼性についてのガイドラインが必要である。この意味で、

各種の認証制度の試みが行われているが、設計者としては信頼に足りうる手法が未だ

確立していないとの判断である。 
④ 避難関連施設の中で排煙設備の有効性の認識が極めて低かった。この理由としては、

施設の種類に関係なく多くの施設に用いられている自然排煙方式の火災時の実効性

（管理も含めて）についてほとんどの設計者は疑問を持っているためと推定される。

法規に従うだけではなく、設計者の方から望ましい実際の管理も含めた効果的な排煙

方式の提案が出されるような環境造りが重要である。 
⑤ 特別養護老人ホームに関しては設置基準があり、最近ではユニットごとに防火区画を

設置しているのに対し、他の施設に関しての設計基準は決められていない。しかも、

認知症高齢者グループホームは建築基準法上の用途さえも明確でなく、住宅に近い施

設としての生活機能が求められ、消防法でも防火対象物なのかどうかも決められてい

ない。介護付有料老人ホームやサービス付高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホ

ームに関しても何らかのガイドラインが必要である。 
⑥ 建築設計者としては、現状の法規以外に将来の行政指導の変化に対してや将来の利用

者の介護殿変化に対する変更に対応できるにするようなフレキシビリティが要求され

る。高齢者の急激な増加にともなって政策が変化してきたわけだが、長い寿命が要求

される構造物の機能に関しての指導に関しては一貫性が求められる。 
⑦ 特別養護老人ホームなどでは 9 名で 1 ユニットを形成しているが、小規模な少人数の

職員しかいない施設においては、面積区画や収容人数のパラメーター以外に一体化し

ている廊下と共通エリアを非常時には 2 区画程度に分割させて煙や熱の拡散防止と一

時的な避難エリアの確保などを行うとともに少ない職員数で利用者の避難が行えるよ

うな戦略の構築が必要である。特に２ユニット/階の施設においては、夜間勤務の場合

に２ユニットで 1 人の職員の動線の簡易化と両ユニットの利用者の様子を把握するた

めに、通常時は扉がなく、非常時の区画化のために垂れ壁や防火扉、防火シートのよ

うな自動作動する設備の設置が鍵になる。 
⑧ 居室の廊下側の扉を自動閉鎖とした場合、車椅子の利用者にとって扉の開閉は重いの
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で、引き戸の吊り扉にし、手を離したら閉鎖するようにしている施設が多い。この場

合も、利用者の状況によっては、トイレや食事に行く時に閉まって困る場合もあるの

で、介護・管理の観点から解放状態にしてしまう場合も考えられる。必ずしも、利用

者の入所後の状況が変化することを考慮した設計が行われていない。一方、火災時の

煙の拡散防止上、火災時、居室の廊下側の扉の閉鎖が必要で、しかも、なるべく隙間

が少ない構造になっていることが望ましい。 
⑨ 居室の外部側の扉が電子錠の場合、ハードそのものが雨などに弱く寿命が短く、誤動

作で開かなくなる場合もあり、維持管理段階での費用が捻出できなくて採用を見送っ

たとの報告もあるので、電子錠の耐候試験結果などにも配慮する必要がある。また、

徘徊防止のための工夫なども行っている事例があるので、火災時の避難行動や消防支

援の観点からの整合性を図る必要がある。 
⑩ 平屋の小規模な施設の場合は、外（結果的に水平避難）への避難で良いが、2 層以上の

施設で職員数が少ない場合、火災時の避難行動の考え方の普及（啓発活動）が重要で

ある。未だ、約 1/3 の設計者は地上階への避難を考え、少ない職員で対応ができない設

計が行われていることになる。残りの 2/3 の設計者は水平避難を選択しているが、水平

避難場所に関して多くはバルコニーと推定されるが、具体的な場所を詰めてはいない

ようである。寒冷積雪地の冬季の問題以外に関東あたりでも冬季にはたしてバルコニ

ーに出せるのか、徘徊する利用者が再度室内に戻りはしないのかいくつか問題が指摘

されている。 
⑪ 高齢者福祉施設で火災が発生時に防火避難の基本行動をどのようにするのかによって、

階段室の位置づけが異なってくる。火災時は水平避難を基本とするならば、バルコニ

ー以外に特定防火設備（消防隊到着まで退避空間として利用できることを保障する部

材でもよい）で区画した前室の設置が望ましく、特に冬季に積雪する地域においては

必要である。 
⑫ スプリンクラーが設置されていると排煙設備よりも先に作動するので、排煙設備には

期待していないし、そもそも自然排煙方式の有効性を疑っている。自然排煙の操作を

施設側に伝えるが、結果的には引違扉を日常の換気に使う程度の認識である。機械排

煙設備はコストが高いので高層の施設以外に採用していなく、ほとんどの施設は自然

排煙方式を採用せざるを得ないので、廊下には排煙に有効な天窓を設置するようにし

ている設計者もいる。施設の避難の基本的な考え方が展開されていないこともあって、

排煙設備のありかたが問われているので、このあたりの交通整理が必要である。火災

時の避難の観点からみると、ゾーニングと排煙設備の利用は大きく関係している。火

災時に何が必要になってくるのか、設計者の認識が問われるところである。 
⑬  ほとんど施設が自然排煙方式を採用していることより、有効性の問題はさておき、少

なくても非常時に作動させていただく工夫が必要である。通常、多くの施設において

は、開閉ボタンが部屋の隅の壁面に設置されており、場合によってはカーテンの裏側

になっていることが多い。このために、煙感連動した場合、モーターがつくことでコ

ストが高くなるので、職員がわかり易い位置や避難方向と逆にならないように開閉ボ

タンを設置している。避難方向と逆にならないようにする場合、通常時に空調換気の

ために使用することが多いので、距離が長くなると元に戻すために力が必要（重い）

なるので注意を要する。 
（３）情報の施設側への伝達  
１）設計意図の施設側聴取者 

防火避難の設計意図の伝達の対象者は、オーナーもしくは建築担当者と施設管理者が 12
件と同数であった。その他としては設計時の施主側担当者（G1）、介護スタッフ（D3）が
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あったが、必ず、竣工までの設計期間中にはオーナーもしくは建築担当者か施設管理者の

どちらかには伝えていることになる。 
２）施設稼働後の設計意図の説明機会 
 設計者の 2/3 は、施設稼働後も説明する機会があるようだが、比較的大きな施設の場合

でもあり、残りの 1/3 は機会が無いとの回答で、比較的小規模な施設の場合は、竣工後、

引き渡し後の説明機会を作ることは難しいものと推定される。 
３）説明時期・説明資料 
説明の機会があると答えた場合、表 2 に示すように説明時期としては営業開始時、設計

時、竣工時、建物引渡時、開所前、定期点検時と必要に応じて行っている。 
説明内容としては文書や図面等を用いて、避難経路、避難器具、防災設備機器の説明、

排煙窓の操作方法等について、場合によっては、取扱取説と同時に機能とその意図も説明

しているようである。引渡し時に消防設備、打合せ時にソーニング等も説明している。 
表 46 説明の機会がある場合の説明時期と説明内容 

説明時期 説明内容 企業番号

営業開始時 避難経路、避難器具、防災設備の説明 Ｇ２ 

竣工時 文書、図面等 Ｇ１ 

竣工時 取説と同時に機能とその意図を再説明する Ｈ１ 

引渡し 取扱説明書 Ｄ２ 

設計時 全体説明会 Ｇ２ 

取扱説明時及び問題発生

時 

設計内容を具体化したことと注意点 Ｄ３ 

完成時 取扱説明時に立会い Ｄ４ 

建物引渡時、定期点検時 排煙窓の操作方法等について Ｇ３ 

竣工時 取扱説明時 Ｇ３ 

無回答 
引渡し時に消防設備、打合せ時にソーニング

等 

Ｈ２ 

開所前 機器説明と同時 Ｈ２ 

４）説明機会が無い場合の資料 
説明の機会がない場合、表 47 に示すように 1 社は説明資料を施設側に渡していない

が、残りの会社は何らかの資料を渡している。文書としては、建物取扱説明書、確認申

請図（副）、防災計画書、引渡し書類、取扱説明書（設備機器・建築区画など）を渡し

ている。 
表 47 説明の機会がない場合の引渡時期と引渡文書 

引渡時期 引渡文書名 企業番号 

竣工引渡時 建物取扱説明書、確認申請図（副） Ｇ３ 

渡していない   Ｄ６ 

着工時 防災計画書 Ｇ４ 

引渡し時 引渡し書類 Ｇ１ 

竣工事 取扱説明書（設備機器・建築区画など） Ｄ１ 
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５）施設の避難場所、ゾーニング、扉の開閉の徹底、排煙設備の利用等に関する説明や助

言 
 施設の避難場所、ゾーニング、扉の開閉の徹底、排煙設備の利用等に関する説明や利用

方法の助言を施設側に行っているが 15 名、行っていないが 2 名とほとんどが説明を行っ

ている。説明内容を、表 48 に示す。 
表 48 避難場所、ゾーニング、扉の開閉の徹底、排煙設備の利用等に関する説明や助言 

①避難場所 ②ゾーニング ④ 扉の閉鎖の徹底 ⑤ 排煙設備の利用 
企業

番号

バルコニーへの

避難⇒バルコニ

ーの避難器具の

扱い方⇒外部へ

の避難 の経路

と取扱い方の説

明 

避難階段の位

置、1 階の避難

場所の説明 

常時閉鎖扉なので法規

上はストッパーをつけ

ることは禁止であるこ

とを説明した 

操作場所、操作方法 Ｇ２

総じて、設計打合時に運用方法を確認、説明 Ｇ３

バルコニー、及

び 1 階外部 

基本設計時に

説明、区画とな

る範囲 

基本設計時・竣工事に

説明 区画となる防災

扉の位置 

竣工事に説明、窓を開

ける等 

Ｇ１

避難場所の検討 無回答 無回答 排煙設備の利用の検

討 

Ｄ６

常時の利用方

法、避難時の利

用方法 

セキュリティ

ー区画設定時

に計画内容を

説明 

セキュリティー区画設

定時に鍵形状や利用方

法を説明 

利用時の操作方法を

説明 

Ｇ４

バルコニー避難

の場合はその旨 

無回答 常時閉鎖扉の場合はそ

の旨 

自然排煙窓の場合は

その旨、機械排煙の場

合はその旨 

Ｇ１

引渡しの際確認書 Ｄ１

すべて Ｈ１

水平避難の説明 安全区画の説

明 

煙感連動の説明 操作方法 Ｄ２

使い方や設置理

由 
無回答 

法的制限やその理由 
無回答 

Ｇ２

避難経路、非常

用電源、バルコ

ニー 

水平避難の考

え方、天井収納

防火シャッタ

ー 

防火戸の自閉、避難口

とセキュリティ 

自然排煙窓と落下防

止の矛盾、オペレータ

ーの利用方法 

Ｄ３

居室からバルコ

ニーと廊下の２

方向避難を確保

した計画である

こと 

特になし 特になし 排煙窓の開閉方法に

ついて 

Ｇ３

バルコニーに一

時避難 
  扉は自閉   

Ｇ３

避難場所の検討       Ｈ２
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６）施設の防災計画書や防火・避難マニュアルの作成・協力 
 半数近くが施設の防災計画書や防火・避難マニュアルなどを作成もしくは協力をしてい

るが、半数以上は協力していない。 
７）設計意図の施設利用者（施設管理者や職員）内での展開 

設計意図が施設利用者（施設管理者や職員）にどのように伝えられているか知っている

が 1/3 で残りの 2/3 は、知らないと報告している。設計意図が施設利用者（施設管理者や

職員）に伝えられている内容としては下記の項目が挙げている。 
設計者自身が施設利用者へ説明（G2）、避難方法と各種設備の取扱い（D3）、建物引渡

し時に、取扱い説明会を行い、設計者から施設管理者へ説明を行っている。（G3）、引渡し

時に、取説を行い伝達（G3） 
８）設計意図と職員による利用者避難の関係 
 2/3 は、設計意図通り職員によって安全に利用者を避難させることができると判断し、

1/3 は、設計意図通り職員によって安全に利用者を避難させることができないと考えてい

る。 
設計意図通り職員によって安全に利用者を避難させることができていると思う根拠と

しては下記の項目を挙げている。 
・施設管理者がしっかりしており、信頼にいたるから。（G2） 
・できる限り、明確な避難ルートを設定している為。（G3） 
・設計時及び着工後も施主と綿密に打ち合わせているため、施主の要望を取り入れた設計

としている。（G1）  
・もっとも避難しやすい水平避難を原則としているから。（D6）  
・設計～施工まで、施設利用者と協議を行い、完成時の行政検査を通じて、最終確認を実

施した為。（G4） 
・自分で歩行さえできれば迷わない設計であるため。（G1） 
・思いたい。それなりに訓練していわばできるようにしています。避難にかぎらず出来上

がったものがどのように利用するのかを知ることは大事である。（D1） 
・施設管理者運営業者と合意の上、設計しているため。（H1） 
・１年検査や竣工後のヒアリングで避難訓練の内容を聞くから。（G2） 
・十分な避難経路を確保した。（D4） 
・取扱い説明会の際に、施設職員に周知させるよう施設管理者に伝達している。（G3）  
施設の維持管理段階のマニュアル類などを作成していない設計者が半数以上でかつ設計意

図が施設内でどのように展開されているか解らないが 2/3 にものぼる。にもかかわらず、

なぜ安全に利用者が避難できると思っている設計者が 2/3 にもなるのか、疑問が残る回答

である。 
一方、設計意図通り職員によって安全に利用者を避難させることができない理由として

は、下記の項目を挙げている。 
・排煙窓が腰高窓の場合落下防止で開放制限を行っているので容易に排煙できない。（D3） 
・竣工して人が変わると設計意図がわかっている人がいなくなる。（G3） 
・入居者の動ける状況、スタッフ体制等の運営の仕組が、常に変化してしまい、その時ま

で把握できない。（H2） 
では、どのようにしなければならないのか？の質問には次のような回答があった。 
・竣工時の消防計画作成時にアドバイスする。（D5）  
・バルコニーの設置、腰高窓の排煙窓の工夫（D3） 
・①設計意図にそった避難マニュアルを作成する。②そのマニュアルで定期的に避難訓練

を行う。（G3） 
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・建築側が運営時まで責任を持つのであれば運営側に入ることが必要となるのでは？（H2） 
９）火災時の施設職員の対応 

①避難場所(例：前室、バルコニー) への避難誘導、②ゾーニング（階段室、隣接ゾーン

への煙拡散防止）、③扉の閉鎖の徹底（廊下への煙拡散防止）、④排煙設備の利用（発生し

た煙・熱の排出）について火災時に施設職員が対応できるか、選択していただいた。  
避難場所(例：前室、バルコニー) への避難誘導が最も高く、ゾーニング（階段室、隣接

ゾーンへの煙拡散防止、扉の閉鎖の徹底（廊下への煙拡散防止）、排煙設備の利用（発生し

た煙・熱の排出）の順に低くなっていた。特に、排煙設備の利用に関しては大差で低くな

っており、排煙設備の信頼性の問題があるものと考えられる。 
１０）施設の安全な運営に関する情報伝達 

施設の安全な運営を考えた場合、設計者の立場として設計図書以外の何らかの情報伝達

などの改善が必要かの質問に関しては、設計者の一部でも建設直後と管理者がかわるため、

新しい人も読めばわかる資料やサインが必要、避難マニュアルの作成、設備の使い方、消

防と運営側の接点強化などを挙げている。 
・建設直後と管理者がかわるため、新しい人も読めばわかる資料やサインが必要（D2） 
・設計図の目的は安全性を説明するものではない。（G2） 
・避難マニュアルの作成（G3） 
・設備の使い方（H2） 
・消防と運営側の接点強化（H2） 
１１）課題 

高齢者福祉施設設計時の情報の施設側への伝達の課題としては次の 5 項目が抽出された。 
①一般的には、オーナーには説明を行わなく、施設運営の施設長や建築担当者に説明をし、

竣工時の引き渡しに管理者が決まっている場合には施設管理者に説明を行っているよ

うである。しかしながら、多くの小規模な施設の場合、設計者は、竣工後１、２年以降

は、その施設の運営の問題に関しては手を出さないようである。また、施設の運用が本

格的な活動を行う時点では設計者が、直接、意図を伝える場は無いようである。 
② 設計者の多くの回答は、営業開始時から設計時、建物引渡時、開所前、定期点検時な

ど、随時、施設管理者に情報を伝達していることや施主の要望を取り入れた設計して

いることなどを挙げて設計意図が伝わっていると考えているが、実際には施設の職員

の離職率が高いことから施設側担当者が変わっていたりして、施設内でうまく情報が

伝わっていない可能性がある。 
③ 竣工するまでは説明や助言を行っているが、竣工以降の継続した助言が必要にもかか

わらず、行われていない。このために、設計者の立場としての伝えるべき道具がシス

テムとして用意（防災計画書の様な施設の火災安全のことを簡単に説明した資料が施

設側に提供）されていればよいが、多くの施設では行われていないようなので、安全

マニュアルなど介護診療報酬の一環として厚労省の方で制度化して書類作成を行うよ

うに指導した方が良いものと考えられる。高齢者施設の場合、施設の変更状況を把握

している保健所の指導という形で進める方法もあるのでは（建築の方では表面化しに

くい）。 
④ 施設の設計過程において利用者の要望と管理する側の要望のベストミックスを求めて

いるにもかかわらず、火災時の具体的な対応方法を示されていないのは、問題が残さ

れているとしか言いようがない。設計者の意図が施設運営者、管理者、職員までうま

く伝わる書類が必要である。設計意図に従った管理マニュアルや訓練マニュアルなど

の基本行動の統一性が持たれることが重要である。 
⑤防災計画書のようなものがあれば、訓練などをやらされる施設職員が何を行わなければ
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ならないのかが明確になる。個々の施設に応じた訓練ソフトで目的なども記載される

と良い。施設の最低限の設備なども定義化されトレードオフができるようになると、

優先順位をつけて整理ができるので施設の評価手法も意味を持つようになる。 
（４）法令で規定されている設備の防火安全性に対する考え方 

施設に設置した避難設備（階段、避難はしご、滑り台、緩降機、バルコニー）、排煙設

備（機械、自然換気口）、区画化設備（防火扉、扉、たれ壁）に対する火災時の有効性につ

いて設計者の印象を聞いている。 
１）防火・避難関係の提案に対する施設側の対応 

防火・避難関係としては、①避難場所(例：前室、バルコニー) への避難誘導、②ゾーニ

ング（階段室、隣接ゾーンへの煙拡散防止）、③扉の閉鎖の徹底（廊下への煙拡散防止）、

④排煙設備の利用（発生した煙・熱の排出）の項目に関して選択していただいた。 
設計者の立場から、より安全な提案をした場合、施設側に受け入れられる項目としては、

②ゾーニング（階段室、隣接ゾーンへの煙拡散防止）が他の項目よりも差をつけて高く、

次に①避難場所 への避難誘導と③扉の閉鎖の徹底（廊下への煙拡散防止）の順で、最も低

い項目は④排煙設備の利用（発生した煙・熱の排出）であった。①～③の項目は意匠設計

の立場で施設全体を計画し、施設側を説得しやすいものと推定される。 
２）避難設備関係の有効利用  

避難設備関係として①階段、②避難はしご、③滑り台、④緩降機、⑤バルコニーに関し

てその有効性を確認したところ、各設備の(Yes,No)の割合は、①階段（12:4）、②避難はし

ご（2:15）、③滑り台（2:10）、④緩降機（3:14）、⑤バルコニー(14:2)と階段とバルコニー

を除くと他の 3 設備は有効に利用されないと考えられている。 
避難設備関係として①階段、②避難はしご、③滑り台、④緩降機、⑤バルコニーに関し

てで、法令要求に上乗せする検討を過去に行ったことが有るのかの質問に関しては、法令

要求に上乗せする防火設備・機器の利用の検討を過去に行ったことが有ると回答したのが

13 名、無いと回答したのが 4 名であった。 
上乗せする内容としては下記項目が挙げられる。中には避難器具の追加など、危ないの

でとりたいと消防と協議していることと正反対の提案をしている場合もあり、慎重な検討

が必要である。 
・非常用発電機の容量アップおよび稼働時間の延長（G2） 
・フロアを防火区画し、水平避難できるようにすること（D6） 
・全周バルコニーの採用（G4） 
・バルコニー、避難スロープ（らせん）（D5） 
・避難器具は危ないのでとりたいと消防協議している。（D1） 
・バルコニーは不安だが、つけることが多い。（D2）  
・法令要求以上のバルコニーや防火機器の設置を提案した。（G2）  
・法令以上の避難階段の幅の拡張と緩勾配（D3） 
・バルコニーにつながる避難階段を１ヶ所追加した。（D4） 
・消防指導により、バルコニーに緩降機を設置した。（G3） 
・非常用ＥＬＶホールの加圧、防災区画の多重化非常用ＥＬＶの避難利用。G3） 
・避難器具追加（H2） 
・屋外階段の追加設置、防火区画増加（H2） 
提案後、施設に採用に関しては、上乗せする防火設備・機器の利用の検討を過去に行っ

た場合の施設採用率は、約 8 割にもなる。逆に考えると採用されやすいものを提案してい

ることともいえる。 
一方、採用されなかった原因としては多くはコスト（G1、G2、G3）を挙げていたが、
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中には、必要であれば、法令に定められているべきと考えると本末転倒の意見も出されて

いた。このことは、運営事業者のサイドに法規は最低基準であり、よりよい施設の在り方

を設計者が説明しきれていないのか、運営者が安全の確保という視点よりも合理化による

コストダウンに重きを置いているためとも考えられる。 

３）排煙設備 
火災時、有効に利用されるかの質問の（Yes ,No）の比は、①機械排煙（14:1）、②自

然換気口（7:8）と、機械排煙は有効と考えているが、自然排煙口に関してはその有効性を

疑問に感じている設計者が多い。 
 機械排煙に関する法令要求に上乗せに関しては、提案が 20％に対して提案しないが 80％

であった。 

 機械排煙に関する提案内容としては、誘導サインの設置数増、非常照明の数増（G2）、
コスト（G2）、現在検討中で腰高窓の自然排煙と落下防止を兼ねた窓（D3）が挙がってい

た。 
提案したものの 1/3 が施設に採用されたことになる。 

 一方、採用されなかった原因としては次の項目が挙げられた。 
・コスト（G1、G2）  
・法的条件と防災委員会の指導内容と充分と判断した為。（G4）  
・法規に合致すれば安全だと考えている。（D5） 
・必要であれば、法令に定められているべきと考える為。（G1）  
・未開発の為。（D3）  
・機械排煙等はコストがかかるため、建築基準法に準じた自然排煙口を設置している。（G3） 

自然排煙方式の効果は疑問を抱いているが、コストの点で事業者を説得できない現実が

横たわっているようだ。 
４）区画化設備 

区画化設備として①防火扉、②扉、③たれ壁に関して、火災時、有効に利用されるかの

質問に関しての回答結果（Yes,No）の比は、①防火扉（16:1）、②扉（9:7）、③たれ壁（14:3）

と②扉を除くとほとんどの設計者は有効に利用されるものと考えている。設計者は、「重要

な扉は、通常の管理時には解放されていても火災時には閉鎖される。」ように、通常の管理

と防災を常に意識している。一方、通常時の管理の視点からは居室の扉は開放し利用者に

目が届くようにしていることより、（各個室の扉は開放されていても、避難時、総合的に安

全になるように計画している）有効に利用されないものと判断したものと推定される。 

 区画化設備の①防火扉、②扉、③たれ壁に関して法令要求に上乗せする防火設備・機器

の利用の検討したことがある設計者の割合は、約 60％に挙がっている。その検討内容とし

ては下記の項目を挙げている。 
・個室の界壁は 114 条区画の壁仕様とせず、全て防火区画に用いる壁仕様：耐火遮音間仕

切り壁とした（個室間の遮音性確保も必要なため）（G1） 
・フロアを防火区画し、水平避難できるようにするための防火炉（D6） 
・個室扉の防火性能アップ（G4） 
・居室階での水平区画のための防火扉（G1） 
・法規の区画より小さい面積区画としてたれ壁設置（D1） 
・防火戸（自閉式）（H1） 
・区画をふやす（D2） 
・現在検討中で階段防火戸の電気錠を用いないセキュリティ方法（D3） 
・ゾーン区画のために、廊下に煙感知器連動防火扉の設置を検討した（G3） 
・防火扉、防火区画の多重化（G3） 
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・各部屋の扉を防火設備にすること（H2） 
区画化設備の①防火扉、②扉、③たれ壁に関して法令要求に上乗せする防火設備・機器

の利用の検討し（約 60％の設計者が試み）、実際の施設に半数強が採用された。 

一方、採用されなかった理由としては次の理由を挙げている。 
・法規に合致すれば安全だと考えている（D5） 
・未開発のため採用は無いが他の施設で防火戸として認識しにくいものがある（D3） 
・確認検査機関より廊下への防火扉の設置は避難に支障が出る恐れがあると指摘されたため（Ｇ

３） 
・工事費アップ（G3） 
・予算 オーバースペック（H2） 
５）ゾーニング 

避難の観点より、法規で求められる面積よりも小さな面積で防煙区画を検討したことが

ある設計者は約 6 割に達する。例えば、共用室と廊下の間の区画や居室内の区画などの検

討を行うことで、結果的に小さな区画の検討を行っている。検討された内容としては次の

項目を挙げている。 
・500 ㎡毎ではなく、原則、部屋毎に防煙区画している（D6） 
・計画上必要な面積を優先した為（G4） 
・居室を区画した例（D5） 
・居室階での水平区画のための防火扉（G1） 
・法規の区画より小さい面積区画としてたれ壁設置（D1） 
・プランで検討したら結果的になった（G2） 
・水平避難のための安全区画、ユニット毎の区画、各区画内に階段の位置（D3） 
・エントランスホール等、人が滞流する恐れのあるゾーンは防煙区画を細分化した（G3） 
・間取りによる（H2） 

避難の観点より、法規で求められる面積よりも小さな面積で防煙区画を検討したことが

ある設計者は約 6 割に達し、そのうち施設側に受け入れたのは 9 割に達する。平面計画で

のより使い勝手が良く安全性が高くなる提案は行いやすく、かつ、事業者側にも受け入れ

やすいものと推定される。一方、採用されなかった理由としては、イニシャルコスト（G1）

を挙げている。 

６）課題 
高齢者福祉施設の法令で規定されている設備の課題としては次の 3 項目が抽出された。 

① 提案を行うと、工事費が高くなることに加えて、発注サイドが法規に合致すれば安全

だと考えているために、残念ながら半数は採用にまで至らなかったようである。確認

検査機関が避難検証で問題があるように判断したような物件もある。いずれにしろ設

計者の方が、高齢者福祉施設の火災時の安全性に関する自分の考え方についてそれぞ

れの相手を説得できなかったことに原因がある。設計者の合理的な技術資料の作成能

力が問われている。 
② 避設計者としては避難はしご、滑り台、緩降機に関しては高齢者福祉施設の利用者に

とっては危険なので取り除きたいし、有効でも無いかもしれない自然排気口の確保の

ために階高に対する扉の高さや窓の上端高さなどを検討を行っている。現在、法規で

規制されているもので認知症や高齢者などが利用する施設においては厚生労働省が中

心になって規制を検討して、不都合なものは整理したほうが良い。少なくても、高齢

者施設において、必要な設備などを性能的にトレードオフできるような改善が必要で

ある。 
③ 特養は厚生労働省からガイドラインが出ており、サ高住や有料老人ホームなども同じ
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ような手引き（ガイドベースの基準）が必要である。 
（５）今回の調査に関する自由意見  
 次の自由意見が報告された。 
・高齢者に自力避難は現実的でないため避難バルコニー等の義務化は合理的ではない。特

養で緩和された方法(準耐火規定以上の施設における避難検証法を用いた職員による安

全確保＋スプリンクラー設備)が合理的である。（H1） 
・今回のアンケートで排煙の方法や区画 500 ㎡の広さについて考えさせられた。煙が安全

に排出されるために手動オペレーターが本当に適切なのか？職員が避難させる人数と

して 500 ㎡は広すぎるのではないか？今後はそれらの点について安全に計画して行きた

い。不要なスロープなどの法規を改め、本当に必要なことに投資できるまたは支援して

くれる法規となってほしい。（D2） 
・避難上、有効とわかっていてもコストで断念したことが沢山あるので、優遇制度が必要

である。バルコニーがあっても、車椅子の利用者が独自で避難出来るとは思えない。あ

れば良いものではなく、いかに実際の場で有効に働くかを示してほしい。（G2） 
・設計者は常に施主の予算の中でしか設計仕様を決められない。（G3） 
・事業性を損なってまで安全に関する防災設備にお金をかけられないので、法規で定めな

いかぎり、実現性は低い。ただし、法整備に時間がかかるので、補助金等をつける。（G3） 
・高齢者居住施設にはスプリンクラーを必ず義務づける。（G3）  
・エレベーターを寝台用とし、避難時に使用できるようにする。（G3） 
・バルコニー避難より同一階での安全な防火区画への避難の方がスタッフの負担が少ない。

すべり台やはしごは使えないので不要ではないか。（G3） 
・日常の使いやすさと防火性能を高める方向が異なる項目が多くあります。「楽に安全に」 

があればよい。（H2） 
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（６）建物設計者等へのヒアリング（アンケート）用紙 

Ⅰ．高齢者福祉施設の設計実績・業務形態 

質問 1-1：あなたはどのような組織に所属していますか？[①一般の建築設計事務所、②高

齢者施設専門の設計事務所、③建築会社の設計部門、④その他（          ）] 
質問 1-2：あなたは [①建築設計者、②設備設計者、③防火コンサルタント、④その他

（   ）] 
質問 1-3：高齢者福祉施設の設計に携われて何年ですか？ 

  [年齢：(   )歳   経験年数：（   ）年] 
質問 1-4：高齢者福祉施設をおよそ何施設設計しましたか？  
[①介護付有料老人ホーム（   ）施設、②サービス付高齢者向け住宅（   ）施設、 
③認知症対応グループホーム（   ）施設、④その他（   ）施設] 
質問 1-5：今までどのような形態の設計が多かったですか？ 

[①新築（   ）施設、②転用（   ）施設、③改修（   ）施設] 
質問 1-6：受注はどのような形態が多いですか？  [①特命、②入札] 
質問 1-7：高齢者福祉施設を設計する場合、どのような資料を参考にしていますか？（い

くつでも○をつけて下さい。） 
[①海外の施設の設計事例、②日本の施設の設計事例、③学会や厚生省の基準類、④設計事

例集、⑤その他（                            ）] 
 

以降の質問に関しては、各施設毎に工夫された内容をご記入下さい。 

Ⅱ．高齢者福祉施設設計時の考え方  
質問 2-1：高齢者施設設計時に重要性を 5 点満点とした場合、あなたは下記の項目につい

て該当する数値を選んで丸を付けてください  
１）利便性  
２）快適性  
３）転倒防止など日常災害防止  
４）耐震性  
５）火災安全性（防火・避難）  
６）デザイン性  

    ７）その他（             ） 
質問 2-2：高齢者施設設計時に重きを置く項目を教えて下さい。 

[①アクティブ（防災設備重視）、②パッシブ（フールプルーフ）、③その他（    ）] 
質問 2-3：下記項目の危険性を 5 点満点（0 点：安全、5 点危険）とした場合、下記の項目

について該当する数値を選んで丸を付けてください  
１）避難場所(例：前室、バルコニー) 
２）ゾーニング  
３）扉の閉鎖の徹底  
４）排煙設備の利用  

質問 2-4：高齢者施設の空間内部の利用の設計方針はどのようにしていますか？ 
[①利用者の個室も共同部屋、②個室を前提、③ユニット方式、④職員の目が届きやす

いように大部屋方式、⑤その他（                     ）] 
質問 2-5：施設内部の廊下の設計は、どのようにしていますか？ 

[①利用者や職員が利用しやすいように区画が無い、②煙が拡散しにくいように多重区

画化、③その他（                             ）] 
質問 2-6：高齢者施設設計時に防火・避難にはどのような配慮をしていますか？ 
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[①法令要求通り、②設備設計者や防火コンサルタントに任せている。 
③特別な配慮（                                                    ）] 

質問 2-7：高齢者施設の設計時、個室の扉に関してはどのような配慮をしていますか？ 
廊下側の扉[①気密確保し自動閉鎖、②自動閉鎖、③手動閉鎖、④無し、⑤その他（   ）]
外 気 側 扉 [ ① 電 子 錠 、 ② パ ニ ッ ク ク レ セ ン ト 、 ③ 通 常 の ク レ セ ン ト 、 ④ そ の 他

（      ）] 質問 2-8：高齢者施設の設計時、階段室の扉に関してはどのような配

慮をしていますか？ 
[①気密確保し自動閉鎖、②自動閉鎖、③手動閉鎖、④徘徊防止の扉、⑤その他（   ）] 
質問 2-9：施設の火災を想定した場合、避難時の設計方針はどのようにしていますか？ 

[①避難階（地上階：1 階）へ避難、②水平避難(バルコニー、階段前室、同じ階の他の

ゾーン（     )）、③その他（             ）] 
質問 2-10：高齢者施設の火災時の排煙のためにどのような排煙設備を設置していますか？ 
[ ① 法 規 通 り 、 ② 機 械 排 煙 設 備 、 ③ 自 然 排 煙 口 、 ④ そ の 他

（               ）] 
質問 2-11：自然排煙口を採用した場合、開閉ボタンや区画等に特別な工夫を行っています

か？[（                                    ）] 
 
Ⅲ．情報の施設側への伝達  
質問 3-1：防火・避難の設計意図を施設側のどなたに伝えていますか？（○をつけて下さ

い） 
[①オーナーもしくは建築担当者、②施設管理者、③その他（          ）] 

質問 3-2：施設稼働後、設計意図を施設管理者に説明する機会はありますか？（Yes , No） 
質問 3-3：質問 3-2 で｢Yes｣の場合、どのような時期にどのような内容を行っていますか？ 
（時期：     、内容：                            ） 
質問 3-4：質問 3-2 で｢No.｣の場合、施設側に何らかの文書類を渡していますか？ 
（時期       、文書名                          ） 
質問 3-5：施設の避難場所、ゾーニング、扉の開閉の徹底、排煙設備の利用等に関する説

明や利用方法の助言を、施設側（質問 3-1 の該当者）に行っていますか？（Yes , No） 
質問 3-6：質問 3-5 で｢Yes｣の場合、どのような内容を行っていますか？ 
① 避 難 場 所 ( 例 ： 前 室 、 バ ル コ ニ ー )
（                         ） 
②ゾーニング（                                 ） 
③扉の閉鎖の徹底（                               ） 
④排煙設備の利用（                               ）

質問 3-7：施設の防災計画書や防火・避難マニュアルなどを作成もしくは協力をしたこと

がありますか？（Yes , No） 
質問 3-8：設計意図が施設利用者（施設管理者や職員）にどのように伝えられているか、

ご存じですか？ （Yes , No） 
質問 3-9：質問 3-8 で｢Yes｣の場合、ご存じの内容をお教え下さい。 

（                                     ） 
質問 3-10：あなたの設計した施設は火災時においても、あなたの設計意図通り職員によっ

て安全に利用者を避難させることができていると思いますか？ （Yes , No） 
質問 3-12：質問 3-10 で｢Yes｣の場合、その理由をお教え下さい。 
（                                    

  ） 
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質問 3-13：質問 3-10 で｢No｣の場合、その理由をお教え下さい。 
（                                    

  ） 
また質問 3-10 で｢No｣の場合、どのようにしなければならないのか、記入して下さい。 
（                                   

   ） 
質問 3-14：現状の施設運営状況で下記項目に関して、火災時、施設職員が対応できると思

いますか？下記の項目について該当する数値を選んで丸を付けてください  
１）避難場所(例：前室、バルコニー) への避難誘導  
２）ゾーニング（階段室、隣接ゾーンへの煙拡散防止）  
３）扉の閉鎖の徹底（廊下への煙拡散防止）  
４）排煙設備の利用（発生した煙・熱の排出）  

 

質問 3-15：施設の安全な運営を考えた場合、設計者の立場として設計図書以外の何らかの

情報伝達などの改善が必要だと思いますか？（Yes , No） 

質問 3-16：質問 3-15 で｢Yes｣の場合、具体的な改善項目をお教え下さい。 
（                                     

 ） 
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Ⅳ．法令で規定されている設備の防火安全性に対する考え方  
施設に設置した避難設備（階段、避難はしご、滑り台、緩降機、バルコニー）、排煙設

備（機械、自然換気口）、区画化設備（防火扉、扉、たれ壁）は、火災時、有効に利用され

ると思いますか？下記の質問にお答え下さい。 
質問 4-1-1：設計者の立場から、より安全な提案をした場合、施設側に受け入れられる状

況ですか？下記の項目について該当する数値を選んで丸を付けてください。  
１）避難場所(例：前室、バルコニー) への避難誘導  
２）ゾーニング（階段室、隣接ゾーンへの煙拡散防止）  
３）扉の閉鎖の徹底（廊下への煙拡散防止）  
４）排煙設備の利用（発生した煙・熱の排出）  

 

質問 4-1-2：より安全な施設を設計・実現化しようとしたときに、設計者の立場としては、

どのような事が必要と感じていますか？ 
[①法規（建築、消防、厚労省）の強化、②改善を促す優遇制度、③関連する法規の総

合化、④施主の教育を目指した啓発活動、 
⑤その他（                                ）] 

 

（１）避難設備：  

質問 4-2-1：下記設備は火災時、有効に利用されると思いますか？ 
[①階段（Yes ,No）、②避難はしご（Yes , No）、③滑り台（Yes ,No）、④緩降機

（Yes ,No）、⑤バルコニー（Yes ,No）] 
質問 4-2-2：質問 4-2-1 の設備で法令要求に上乗せする防火設備・機器の利用の検討を過

去に行ったことが有りますか？  （Yes , No） 
質問 4-2-3：質問 4-2-2 で｢Yes｣の場合、検討された内容をお教え下さい。 

（                                    ） 
質問 4-2-4：質問 4-2-2 で｢Yes｣の場合、検討した結果、施設に採用されましたか？（Yes , 
No） 
質問 4-2-5：質問 4-2-2 で｢No｣の場合、採用されなかった原因は何ですか？ 

（                                    ） 
（２）排煙設備： 

質問 4-3-1：下記設備は、火災時、有効に利用されると思いますか？ 
[①機械排煙（Yes ,No）、②自然換気口（Yes ,No）] 

質問 4-3-2：質問 4-3-1 の設備で法令要求に上乗せする防火設備・機器の利用の検討を過

去に行ったことが有りますか？  （Yes , No） 
質問 4-3-3：質問 4-3-2 で｢Yes｣の場合、検討された内容をお教え下さい。 

（                                   

 ） 
質問 4-3-4：質問 4-3-2 で｢Yes｣の場合、施設に採用されましたか？（Yes , No） 
質問 4-3-5：質問 4-3-2 で｢No｣の場合、採用されなかった原因は何ですか？ 
（                                    ） 
（３）区画化設備： 

質問 4-4-1：下記設備は、火災時、有効に利用されると思いますか？ 
[①防火扉（Yes , No）、②扉（Yes , No）、③たれ壁（Yes , No）] 

質問 4-4-2：質問 4-4-1 の設備で法令要求に上乗せする防火設備・機器の利用の検討が有

りますか？（Yes , No） 
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質問 4-4-3：質問 4-4-2 で｢Yes｣の場合、検討された内容をお教え下さい。 
（                                    ） 
質問 4-4-4：質問 4-4-2 で｢Yes｣の場合、施設に採用されましたか？（Yes , No） 
質問 4-4-5：質問 4-4-2 で｢No｣の場合、採用されなかった原因は何ですか？ 
（                                    ） 
（４）ゾーニング 

質問 4-5-1：避難の観点より、法規で求められる面積よりも小さな面積で防煙区画を検討

したことがありますか？（Yes , No） 
質問 4-5-2：質問 4-5-1 で｢Yes｣の場合、検討された内容をお教え下さい。 
（                                    ） 
質問 4-5-3：質問 4-5-1 で｢Yes｣の場合、施設に採用されましたか？（Yes , No） 
質問 4-5-4：質問 4-5-1 で｢No｣の場合、採用されなかった原因は何ですか？ 
（                                      ）  
 
Ⅴ．今回の調査に関する自由意見  
どのような意見・要望でも良いので、下記の空欄に自由意見を記入して下さい。 
（                                              

                                               

                                               

                                             
                                               

                                        ）      

 
最後まで、ご協力、有り難うございます。 
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